
 

○大道寺 信委員長 10番、髙橋孝夫委員。 ２次試験は少し早めるなり何かして、まず合格

者を確定をするということと、これは私、ちょ

っと提案なんですけれども、新卒者ばっかり採

ろうとしてるのかどうかというのもありますが、

例えばＵターンしてこられる人であるとか中途

の人であるとか、民間から来られる人とかいろ

いろまずまじっていたとするならばですよ、合

格者の中に。可能な人、すぐやめて市の職務に

つくことができる人については、採用を早める

のか、あるいは年度中途から、臨時というふう

にしたらまずいのかどうかですけれどもね、お

手伝いいただくような体制をとっていかないと、

ちょっと回らないのでないかということを心配

するわけですよ。そういうことが、ほかはどう

いうふうにやられてるか私わかりませんけれど、

少し検討されて、できるだけ早くに職場に来て

もらって、できるだけ早くいろんな仕事に対応

できるように、即戦力としてお願いできるよう

な検討を私は進めていただきたいというふうに

思いますが、そこは、市長、考え方をお聞かせ

をいただきたいと思います。 

○１０番 髙橋孝夫委員 これで終わりにします

けれど、ぜひ一般行政職だけでなくて、ほかの

職種についても私は検討いただきたいと思いま

す。保育士などもそうですし、保健師などもそ

うです。そこらはぜひ実態を見ていただいて、

きちっとつり合いとれるような、そういう採用

計画をぜひ早期に練っていただきたいというこ

とを申し上げて、質問を終わらせていただきま

す。 

○大道寺 信委員長 ここで昼食のため暫時休憩

いたします。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時００分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○大道寺 信委員長 休憩前に復し、午前に引き

続き会議を再開いたします。 ＋
 

 ○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

 我妻 昇委員の総括質疑 ○内谷重治市長 採用につきましては、特に20歳

代、30歳代の職員が少なくて、年齢構成でいえ

ば、例えば学年でゼロという学年なんかもあり

まして、新規採用については中途採用も含めて

検討したいというふうに思っております。 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、順位６番、議席番号

３番、我妻 昇委員。 

 委員からご提案のあった、４月１日じゃなく

て年度の途中でという部分でございますが、こ

れについては、まず一つは、21年から組織をま

ず見直しすべく、20年度にいろいろ検討してる

ということでございますので、ちょっと総合的

にやはり判断しなきゃならないと思いますが、

ただ、行政職が今回13名減りますので、職場の

中は大変な状況だというふうに思っております。

そんなこともあって、採用の人数、それから時

期等々について、あわせて検討したいと思いま

す。 

○３番 我妻 昇委員 よろしくお願いします。 

 通告しておりますのは２件でありますので、

順次質問をさせていただきますけれども、１件

目については、委員会で大分審議をなされて否

決というようなことをお伺いしておりますので、

私もここでくどくどといつまでも質問もしてら

れないなと思っておりますので、しかも賛否が

拮抗したわけでなくって賛成が１人もいなかっ

たということですので、なおさら簡潔にここで

は質問させていただきたいと思います。１時間

の枠といわずに30分程度で、30分程度になるか
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どうかわかりませんが、簡潔に終了させたいと

思いますので、ご協力をお願いしたいと思いま

す。 

 まず、福祉事務所長にですけれども、この児

童センターの負担金の値上げの根拠ということ

で、常任委員会の協議会でしたか、資料を見せ

ていただきましたところ、このような積算根拠

というんでしょうか、示されておりました。例

えば給食費というのを5,000円というふうに計

算されていますね。認可保育園と児童センター

の違いということで、まず給食費5,000円、認

可保育園の場合は5,000円に相当するものがあ

ると、そして児童センターはそれがないんだと。 

＋ ＋

 ２つ目としては、５つの認可保育園の保育料

の平均値、これはその保育園によって保育料が

違って、その掛ける人数でそれを５カ所分全部

足して総人数で割ってということで、大体そう

すると２万3,000円であると、その認可保育園

のは、平均値がですね。 

 また、認可保育園は保育時間が11時間程度で

あると、児童センターとしては8.5時間程度で

あるということで、その３点をかんがみまして、

平均値である２万3,000円から給食費である

5,000円を引いて、それで１万8,000円ぐらいだ

と。それに11時間と8.5時間の差、つまり８割、

７割７分ですけどまあ８割として、0.8を掛け

ますと大体1,400円であるということ。1,400円

におやつ代の2,000円足してバス代の2,000円を

足して１万8,000円程度であるというふうな積

算であります。提案されているこの条例では、

１階層から４階層までの平均値が大体１万

8,000円でありますので計算上は合致するんだ

と、適当であるというような考え方、積算根拠

でありました。 

 私は、ちょっとそこで気になったことを二、

三お尋ねしますけれども、まず8.5時間の保育

時間ということが果たして本当なのかというこ

とで、私が一部の保護者の方から聞くところに

よりますと、実際は５時まで預けられない、ら

れないというんですか、預けていないと。それ

はバスに乗る方がほとんどでいらっしゃると思

いますが、早くて３時ごろにバス出る場合もあ

るし、４時ごろなのか、その辺の私詳しいとこ

ろわかりませんけれども、実際、保育時間が５

時までなされるということが、そういうふうに

言われておるわけですが、現実はどうなんでし

ょうかと。バスに乗られる方がどのくらいいら

っしゃって、大体そのバスって何時ごろに児童

センターを出発なさるのか、その辺ちょっとお

伺いいたします。 

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 お答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、５時まで子供を預か

って５時以降にバスが出るということはござい

ませんようです。５時前にバスが出ておるとい

うふうな実情のようでございます。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 だからですね、詳しくわ

かれば詳しくでいいんですけど、大体、何割程

度の人がバスに乗っていて、大体３時ごろに出

るだとか３時半ごろだと、４時ごろだというよ

うなことをおわかりですか。 

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 バスに乗られる方がほ

とんどということを聞いておりますが、近くの

方で歩いておいでになられる程度の方は、歩い

て利用なさってるということでございます。大

体バスが出るのは４時ごろか４時以降というふ

うなことだと思います。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 ４時以降。３時ごろのこ

ともあるっていうふうに聞いたんですが、それ

間違いでしょうか。 

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 間違いとは言い切れま

せんが、３時ごろ出るというのはめったにない
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ことだとは思います。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 ４時と例えばいたしまし

て、そうするとその比較対照で、11時間と8.5

時間の比較対照が、４時だとすれば7.5時間、

11時間に対して7.5時間。そうしますと7.5割る

11ですので約0.68。ということは６割８分、掛

ける0.68になるわけですね。１万8,000円掛け

る0.68ですと１万2,240円、これも切り捨てて

るようですから１万2,000円。１万2,000円に

2,000円のおやつ代で１万4,000円、それにバス

代入れると１万6,000円というのが妥当な線に

というふうなことになりませんか。 

＋

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 計算上では委員のおっ

しゃるとおりでございます。ここで8.5時間と

させていただいておりますのは、８時半から５

時までということで、その時間を通して8.5時

間というふうなとらえ方をしております。同じ

ように、保育所におきましても７時半から６時

半までの時間と、開いている時間、それを何時

までいるかを確認しないままに、この11時間、

8.5時間というふうな比較をさせていただいた

ということであります。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 ですので、ちょっと積算

根拠に無理があるのではないかなと思っており

ます。実情に合ってないと。この条例の提案理

由に、実情に応じたというふうな表現でしたで

しょうか、そういうのありますけれども、本当

に実情に応じているのか、本当に適正なのかと

いうこと考えますと、この積算根拠を見ますと

必ずしもそうでないなということを指摘させて

いただきたいと思います。 

 もう一つ、学童クラブの方の値上げの条例も

出ておりまして、そっちの方の積算根拠も見ま

すと、児童センターで保育なさっている保育士

の方がちょっと手伝っていると、学童クラブの

運営を手伝っているということで、保育士の分、

若干引かれてるんです。引かれてるというのは、

児童センターの保育士が学童クラブを手伝って

るということで、学童クラブの積算根拠の中に

児童センターの保育士の賃金も上乗せになって

いるわけですが、そう考えますと、やはり先ほ

ど認可保育所と児童センターの比較をした場合、

またそこからその分考慮しなくてはいけないと

いうことになりますと、その0.8は、私0.68と

言いましたけども、もっと下がるのではないか

と、0.65とかですね、下がるのではないかと思

います。その辺はいかがでしょうか。 

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 確かに委員おっしゃい

ますように、学童クラブの経費の積算の中に、

各児童センターの保育士さんの人件費0.5人分

を見させていただいております。ただ、お預か

りする時間ということでの比較でありますので、

厳密に言えば、精査していけば確かに児童セン

ターだけと、あと、それに児童センターの経費

を積み上げる中に保育士25人分の経費もすべて

含んでおりましたので、確かに学童クラブの方

に0.5人分取っておったというのは二重計上に

はなろうかと思います。ただ、子供さんをお預

かりする時間を比較したときの11時間、8.5時

間というふうな対比でありますので、８割とい

うふうな数字を使わせていただいたというふう

にご理解いただきたいと思います。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 0.8を0.65に見るかとか

いうことじゃなくて、やはり比べるならばもっ

と正確に比べなくてはいけないし、その根拠を

ちゃんと示してるわけで、それがあやふやなら

ばその根拠は成り立たないわけですので、そこ

はもっとよく、吟味するというんでしょうか、

調査する、実情に照らし合わせるべきであった

なと思っております。 

 これが本会議でどうなるかですけれども、大
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分議論なされましたのでこの程度にいたしまし

て、もう一つ、市長のさきの一般質問の答弁で、

保護者からアンケートを以前とったことがある

んだと。そのアンケートの中には、サービスが

向上するのであれば負担増もやむを得ないとい

うような、そういうアンケート結果もあるんだ

というような答弁であったと思うんですけれど

も、そういうアンケート調査もあったでしょう

が、アンケートというのはいろんな意見が出た

と思います。福祉事務所長は、その１件のほか

にどういったアンケート結果、ご意見というの

があったか、それをお願いします。 

＋ ＋

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 お答えいたします。 

 皆さんから相当の量の意見というのをちょう

だいしております。中には延長時間が欲しいと

か給食が欲しいというような要望はたくさんご

ざいました。その中で、特に目をとめるといい

ますか、ご意見の中には、「長井市の立場とし

ては意見を聞くことよりも保護者に十分な説明

をしていくことが大事だ」と、そういう意見と

か、「まずは利用者の声をしっかり聞いてこの

ようなアンケートをもっと実施していくべきだ。

そういう声を反映させていかなければならない

んではないか」というふうなご意見をちょうだ

いしております。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 でございますので、アン

ケートの中に負担増もやむを得ないというよう

なことも、それはサービス向上があればという

ふうな条件つきですけれども、そんな意見とと

もに、もっと保護者への説明ですとか、統廃合

だとか時間のことだとか料金のことだとか、そ

ういうことだと思うんですが、そういうことが

あるのであれば、すぐに早く詳しく説明してほ

しいというふうなことだと思います。そんな意

見もありますし、また、このようなアンケート

をもっと実施したり、そのアンケート結果をも

っと反映させてほしいというような、これが本

当の生の保護者の意見だと思います。 

 ですから、委員会でもっと計画性を持って実

施すべきだったのではないかということで意見

出されたと思いますので、最後に、市長、今後

保護者への説明というものを十分に、時間なり

を設けて説明期間を設けて理解を求めるべきだ

なと思っております。計画性を立てて取り組む

べきだなと思っておりますが、今後の市長の対

応、考え方をお聞かせ願います。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、今回の児童センターの

負担金の値上げにつきましては、その根拠も、

あるいは事前の保護者に対する意見交換も含め

たそういった現状の把握なり、保護者の要望等

についての把握が十分でなかったということに

ついては反省しなきゃならないと思います。ま

た、保育計画の策定がおくれまして、保育方針

しかできない中での今回上程させていただいた

ということについては反省し、今後はもう少し

きちんと積算なり、あるいは説明をいたしなが

ら、時間をかけて検討、そしてご相談申し上げ

たいというふうに思っております。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 ありがとうございます。

いい答弁が出されましたので、これで……。 

 ２つの通告してあったんですね、申し込みの

ことについてもちょっと触れたいと思います。 

 申し込みというのは、これいつごろなされて

いるのかということで、市報に、募集要項って

いうんでしょうか、出されまして、あるようで

すけれども、いつごろこの申し込みというのを

募集しているのか。決定通知というのはどのよ

うな時期に出されるのかなということで、市長

から結論をいただいてからの細かい質問で恐縮

ですけれども、お聞かせ願いたいと思います、

福祉事務所長。 
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○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

＋

○平 英一福祉事務所長 お答えいたします。 

 申し込みにつきましては10月１日発行の市報

に掲載しております。申込期間は一応10月31日

までというふうに決めておりますけれども、そ

の後、今の段階でも随時受け付けしておるとい

うふうなところが実情でございます。 

 結果につきましては、11月30日に郵送で、新

しく申し込みなされる方には発送しております。

また、既に３歳児とかということで入っておら

れる保護者の方につきましては、そのまま園を

通して通知差し上げているところでございます。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 この募集要項には、「た

だし変更になる場合があります」と、使用料、

おやつ代のところがですね。ほんの数文字、１

行にも足らない、ただし変更になる場合があり

ますとしか書いておりませんので、やはり保護

者の方はこの募集要項を見て、料金ですとか時

間帯、その他のことを判断して申し込まれてる

と思いますので、やはりここから見ても計画性

のなさということがうかがわれるわけで、先ほ

ど市長から答弁をいただきましたので、ぜひそ

のように20年度しっかり取り組んでいただきた

いと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

 敬老会事業ということですけれども、私は、

たしか９月議会だと思うんですが、予算総括で

敬老会の事業を委託をされてるわけですけれど

も、どうも不備がというか、徹底してない、市

の考えが定まってないのではないかなというこ

とで、市として、敬老思想といいますか、高齢

者に対しての思いやりですとか市としての立場、

政策、その概念ですとか、そういったことを明

確に示すべきではないかということで指摘をさ

せていただきましたけれども、その後、この事

業は廃止に至るわけですけれども、そういった

ところの経緯というものをぜひお聞かせ願いた

いなと思います。これは福祉事務所長から。 

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 敬老会の事業につきま

しては、各地区に経済的な負担とご苦労をおか

けして今まで開催というふうな状況になってお

ります。身近なところで真心のこもった開催と

いうことで、参加された方々には大変満足して

いただいているというふうなことも伺っており

ます。しかしながら、市の財政状況が非常に厳

しいということもあり、行財政改革2006の集中

改革プランの中では、敬老会事業を休止、廃止、

制度変更ということで見直しを位置づけられて

おるということでございます。 

 今回の敬老会の休止をして記念品にするとい

うふうなことになりました経過につきましては、

地区長会や老人クラブの方にアンケートで調査

をさせていただいております。また、近隣の状

況なども踏まえて一応の判断というふうなこと

でさせていただきました。ことしは、数え76歳

以上の方に敬老記念品ということで贈呈したい

というふうな考えで予算計上をさせていただい

ております。先ほど申し上げました地区長会、

それから老人クラブさんへのアンケートの中で

はいろんなご意見もちょうだいしております。

その中で、やっぱり例えばほとんどの意見が、

地区の負担は厳しいから現状維持あるいはそれ

以上の委託料が欲しいというご意見もございま

す。ただ、敬老会については何らかの形で開催

するなり気持ちをあらわしていきたいというふ

うなご意見もございます。 

 そのほかに廃止に向けたご意見もちょうだい

しております。例えば、これは老人クラブの方

からいただいたご意見なんですが、「厳しい世

の中ですから、またお年寄りの方たちは理解し

ていますので市の助成は余り望んでいないと思

います」と、「自由に地区単位で開催でもよい

と思いますので、地区に任せてもよいのではな

いか」というふうなご意見。それから、「高齢
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者が年々多くなっております。記念品を配付し

ていただいただけでも敬老の意味、気持ちは通

じるのではないか」というふうなご意見なども

いただいております。あと、先ほど近隣の状況

と申し上げましたけれども、例えば米沢市とか

小国町さんなんかはもう地区独自の方で、市が

かかわっておらないような中でそれぞれ地区で

の敬老会を実施しておるようなところもござい

ます。そういったところを踏まえまして、この

たびの記念品を贈呈するというふうなことで判

断した次第でございます。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

＋ ＋

○３番 我妻 昇委員 経緯はわかりました。ア

ンケートの中にも廃止やら継続やらもっと委託

料を上げてなど、また高齢者に対しての気持ち、

地区としての気持ちをちゃんと伝えたいという

ような思いもあったということです。そのとお

りだと思いますけれども、市としてその気持ち

をあらわす、また考え方を示すというのが必要

ではないかと私も指摘させていただいたわけで

すので、市としてどういうふうな気持ちをあら

わしてるのか。今回見ますと、以前は敬老会事

業委託料ということで、ちゃんと事業名をつけ

て事業として取り組んでいたということであり

ます。しかし今度はそれを廃止しまして、同じ

老人福祉費の報償費の中に事業名もなく敬老記

念品、これ祝い品と書きましたが、記念品が正

しいですね。敬老記念品ということで150万円

というふうに、ただこれだけぽつんとあるわけ

で、そこにどのような思いがあるのか、市とし

ての気持ち、高齢者に対しての気持ち、敬老思

想というのはどういうふうにあらわれているの

かということがわかりませんので、ぜひ示して

いただきたいと思います。これは市長の方がい

いですかね。市長、お願いいたします。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 先ほど福祉事務所長が申し上げましたように、

今回、敬老会事業を廃止したことについての理

由は３点ほどありました。これは児童センター、

あるいは学童クラブ、そのほかいろんな値上げ

とか廃止とか、そういうのは私はもちろんした

くないわけでございますが、財政上許されなか

ったということなんですが、最終的に判断した

きっかけは、アンケート調査というのはいろん

な意見がございました。しかし、地区長会の皆

様との意見交換会をした際に、「もともと行政

の方から地区にお願いして敬老会やってくださ

いと頼んだんだから、我々にアンケート求める

んじゃなくて、判断は市で、行政ですべきだ」

という意見も結構ございました。そんなことか

ら、例えば4,500名ぐらいの方でしたので、19

年度は、それを1,000円ですから450万円ぐらい

ですね。例えばシーリングですれば20％シーリ

ングで、じゃあ90万円をマイナスすればいいか

というふうにしますと、今度は地元の負担がふ

えます。それが一番大変なんだろうなというこ

とで、やはり気持ちとして行政側からは記念品

をお贈りして、そしてなおかつ一番お年寄りの

方が知りたいのが同世代とか市内の知人のその

後の消息だというようなご意見ございましたの

で、その全部の方の氏名、あと地区名ぐらいで、

そういったものの名簿をつくってお渡しすると

いうことで、それにかえさせていただきたいと

いうふうに思ったところでございます。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 わかりました。 

 また、ちょっと気になるのが300円という値

段なんですけど、値段というか、300円で何を

配るのかなと思っています。品物だけじゃなく

て名簿ですとか気持ちを伝えるという、それは

非常にいいことだと思います。ただ、この300

円で一体何を配ろうとしているのか、またその

配る方法はどのようなことを考えていらっしゃ

るのか、福祉事務所長、お願いします。 

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 
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○平 英一福祉事務所長 お答えいたします。 

 300円ということで、これまで委託料でお渡

ししておった1,000円より３分の１になったわ

けでございます。私どもでやっぱり心のこもっ

たものということで考えたわけでございますが、

具体的には、黒獅子を染め抜いた手ぬぐいはど

うだろうかというふうな考えであります。該当

者につきましては、数え76歳以上の方を対象と

しておりますので、20年度は4,600何人かいら

っしゃいます。この配付の方法につきましては、

地区長さん、それから隣組長になろうかと思い

ますが、そういった配付の方法になるんでお願

いしていくことになろうと、そのように考えて

おります。 

＋

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 手ぬぐい、黒獅子の絵柄

が入ったような手ぬぐい、これ新たにつくるん

じゃないですよね。たしか地場産、ＴＡＳの物

産館でしたっけ、あそこでもちょっと見かけた

ことがあるんですが、それを使われるというふ

うに今のところ考えてるということでしょうか。 

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 そのような柄に長井市

というふうな格好でというふうに考えておりま

す。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 わかりました。ただ、そ

の配る方法が地区長、隣組長ということなんで

すけれども、またこの定例会に提案されている

地区長手当の削減をするんだということで、隣

組長手当の削減については市報を２回を１回に

して仕事も減るということも考慮されていると

いうふうな話の内容だったと思います。仕事が

減るので隣組長手当も減らしてもいいのではな

いかというか、それが一つの理由になっている、

根拠になっていると思うんですが、ただこの面

から見ますと、仕事をふやすということになる

わけですよね。それは総務課長というか市とし

て、それは意見調整とか、それちょっと何かお

かしくなってくるような気がするんですが、そ

の辺の調整というのはさっぱりしてないと、こ

れからするということですか、福祉事務所長。 

○大道寺 信委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 委員おっしゃるとおり

でございます。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 これはちょっと問題があ

るのではないかなと思います。片一方では仕事

減りますよと、手当も若干減らさせていただき

ますと言っているにもかかわらず、こっちの方

では、いや、仕事、これもしていただけないで

しょうかというようなことは受け手側の気持ち

を考えると何なんだということになると思いま

すけれども、市長、そこの辺はいかがでしょう

か。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 我妻委員おっしゃるような考え方もあると思

うんですが、やはりここは敬老の思想というの

は何も行政だけじゃなくて地区民の皆さんが等

しくあるだろうというふうに思っております。

配付の方法については、実はこれから検討だと

思っております。例えば地区によりましては地

区独自に、飲食が伴わなくても、子供たちのい

ろんな小学生の獅子踊りであったり吹奏楽であ

ったり、それから踊りを披露したりとか、そう

いうことをしてるところがございますので、そ

ういうところに個別にお願いして、ぜひお配り

いただけないかと協力を求めたいと。やはりお

金を払わないと協力しない、減らされたから協

力しないということじゃなくて、敬老思想でご

ざいますので、これは行政も地区民も市民も等

しくお願いしてまいりたいというふうに思いま

す。 

○大道寺 信委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 そうだと思います。地区
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 一般会計予算事項別明細書では、11ページか

ら19ページまでであります。 

によってでしょうけれども、敬老会というのは

継続したいんだと、また少なくとも気持ちをあ

らわしていきたいんだというようなところが多

いわけですので、そういった意味で、協力して

くれといって嫌だというところは、それはなか

なかないのだろうと思いますけれども、ただ説

明をちゃんとしないと反感を買ってしまうとい

うことです。一方ではこう言って、一方ではこ

う言われるということは、その受け手側からす

ると反感を持たざるを得ないというようなこと

にもつながりますので、ぜひ先ほどの負担金の

ことと同じように事前にきちっとした説明で、

市の気持ち、地区長や隣組長への配慮、また敬

老思想についてということをきちんと明確にし

ていただくことをお約束いただきたいというこ

とで、そのことについてもう１回答弁いただい

て私の質問を終わります。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 次に、13款国庫支出金から20款市債について、

質疑を行います。 

 19ページから30ページまでであります。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 次に、歳出の審査に入ります。 

 まず、１款議会費、２款総務費について、質

疑を行います。 

 31ページから49ページまでであります。 

 ご質疑ございませんか。 ○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

 17番、蒲生吉夫委員。 

＋ ＋

○内谷重治市長 委員おっしゃるとおりに、今後

は十分時間をかけ、丁寧に説明をしながら市民

にご理解をいただき、一種の協働のまちづくり

をこの面でも進めてまいりたいと思います。 

○１７番 蒲生吉夫委員 38ページの負担金補助

金の中で、レインボープラン推進事業補助金に

ついてお尋ねいたします。 

 総務・文教の協議会の方に出されていた資料

の中に内訳が書いてあります、この500万円の

内訳ですね。レインボープラン認証推進事業の

方で350万円、２番目はレインボープラン普及

啓発推進事業で50万円、レインボープラン交流

推進事業で100万円というふうになってます。

そこで企画調整課長にお伺いいたしますが、市

民ガイド事業というのは現在もやってますね、

レインボープラン推進協議会で。市の方に視察

に来たときには無料で説明してるんだと思いま

すが、そちらは有料にしてるというふうに聞い

てますけれども、どうでしょうか。ここでガイ

ド事業を50万円組むということは、１回当たり

の、例えば市民団体やなんかが視察に来たとき

に、例えば２時間なら２時間ぐらい説明するん

だと思いますね。その中で、何回ぐらいを予定

○大道寺 信委員長 以上で通告による総括質疑

は終わりました。 

 これより会計予算の細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 議案第１号 平成２０年度長井市一 

 般会計についての質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 それでは、平成20年度長井

市一般会計予算の１件について、歳入より順次

質疑を行います。 

 まず、１款市税から12款使用料及び手数料に

ついて、質疑を行います。 

―３２０― 

＋


